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令和 ３ 年１２月１３日 

〇条例 

小田原市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例 

小田原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

小田原市手数料条例の一部を改正する条例 

〇規則 

小田原市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則 



 

小田原市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例をここに公布する。 

 

  令和 ３ 年１２月１３日 

 

小田原市長 守 屋 輝 彦        

 

小田原市条例第３８号 

小田原市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、市が農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する

法律（昭和２５年法律第１６９号。以下「法」という。）の適用を受けて行う農地及

び農業用施設の災害復旧事業その他これらに付随して行う災害復旧事業（以下この条

及び次条において「災害復旧事業」という。）に要する経費に充てるため、災害復旧

事業により特に利益を受ける者から地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２４

条の規定に基づき分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。 

 （分担金の徴収） 

第２条 市は、災害復旧事業に要する経費に充てるため、当該災害復旧事業の対象とな

る農地の所有者若しくは使用収益権に基づき当該農地を耕作する者又は農業用施設の

所有者であって、市に当該災害復旧事業の実施に係る申請を行ったものから分担金を

徴収する。 

 （分担金の額） 

第３条 分担金の額は、別表の左欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の右欄に定める額

とする。 

（分担金の納期限） 

第４条 分担金を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その

通知の日から起算して３０日を経過した日とする。 

（延滞金） 

第５条 分担金を納期限までに納付しない者に対しては、小田原市諸収入金に対する延

滞金徴収条例（昭和３８年小田原市条例第３５号）の定めるところにより延滞金を徴

収する。 



 

（分担金の減免） 

第６条 市長は、天災その他特別の事情がある場合は、分担金を減額し、又は免除する

ことができる。 

（委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

別表（第３条関係） 

事業 分担金の額 

法の適用を受けて行う農地及び農

業用施設の災害復旧事業（以下

「法適用事業」という。）であっ

て当該法適用事業に要する費用

（以下「復旧費用」という。）の

額が１，０００万円を超えるもの 

復旧費用の額に１００分の５を乗じて得た額に

６０万円を加算した額又は復旧費用の額から法

適用事業に係る補助金に相当する額を差し引い

て得た額のいずれか少ない額 

法適用事業であって復旧費用の額

が１，０００万円以下のもの 

復旧費用の額に１００分の１０を乗じて得た額

に１０万円を加算した額又は復旧費用の額から

法適用事業に係る補助金に相当する額を差し引

いて得た額のいずれか少ない額 

法適用事業に付随して行う災害復

旧事業 

当該事業に要する費用の額に１００分の１０を

乗じて得た額 

 備考 この表に定めるところにより計算して得た額に１００円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てるものとする。 

 



 

小田原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  令和 ３ 年１２月１３日 

 

小田原市長 守 屋 輝 彦        

 

小田原市条例第３９号 

小田原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

小田原市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成２年小田原市条例第２号）の一部を

次のように改正する。 

第２条中第１１号を第１２号とし、第７号から第１０号までを１号ずつ繰り下げ、第

６号の次に次の１号を加える。 

(7) 災害応急対策派遣手当 

第７条を削り、第８条を第７条とし、第９条を第８条とし、同条の次に次の１条を加

える。 

（災害応急対策派遣手当） 

第９条 災害応急対策派遣手当は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２ 

条第１号に規定する災害が発生した本市の区域以外の地域（南足柄市並びに足柄上郡 

中井町、大井町、松田町、山北町及び開成町の区域を除く。）に派遣され、災害応急 

対策のための業務に従事した消防吏員（当該地域を管轄する他の地方公共団体に派遣 

され、当該地方公共団体から当該業務に対する給与その他の給付の支給を受ける者を 

除く。）に支給する。 

２ 災害応急対策派遣手当の額は、日額１，６８０円とする。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 



 

小田原市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  令和 ３ 年１２月１３日 

 

小田原市長 守 屋 輝 彦        

 

小田原市条例第４０号 

小田原市手数料条例の一部を改正する条例 

小田原市手数料条例（平成１２年小田原市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

第１８条第１項中「及び承認」を「、承認及び許可」に改め、同項第１号中「第３ 

項」を「第４項」に改め、同号ア中「及びウ」及び「を当該建築物について同時に申請

する住戸の数で除して得た額（その額に１０円未満の端数があるときは、これを切り捨 

てた額）」を削り、同号ア(ｴ)中「３０戸」を「２５戸」に改め、同号ア(ｵ)中「３１ 

戸」を「２６戸」に改め、同号イ中「長期優良住宅の普及の促進に関する法律第６条第

１項各号（第３号を除く。）に掲げる基準に適合する」を「長期使用構造等（長期優良

住宅の普及の促進に関する法律第２条第４項に規定する長期使用構造等をいう。以下こ

の項において同じ。）である」に、「登録住宅性能評価機関（住宅の品質確保の促進等

に関する法律（平成１１年法律第８１号）第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機

関をいう。以下同じ。）による審査を受けた」を「住宅の品質確保の促進等に関する法 

律（平成１１年法律第８１号）第６条の２第１項の規定による確認を受けた住宅に係 

る」に改め、「を当該建築物について同時に申請する住戸の数で除して得た額（その額

に１０円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）」を削り、同号イ (ｱ)中 

「６，０００円」を「８，０００円」に改め、同号イ(ｲ)中「１２，０００円」を 

「１５，０００円」に改め、同号イ(ｳ)中「２１，０００円」を「２６，０００円」に

改め、同号イ(ｴ)中「３０戸」を「２５戸」に、「３１，０００円」を「４１，０００

円」に改め、同号イ ( ｵ )中「３１戸」を「２６戸」に、「５８，０００円」を 

「７１，０００円」に改め、同号イ(ｶ)中「９９，０００円」を「１２０，０００円」に 

改め、同号イ(ｷ)中「１６０，０００円」を「１９０，０００円」に改め、同号イ(ｸ)中 

「２００，０００円」を「２４０，０００円」に改め、同号イ(ｹ)中「２１０，０００ 

円」を「２６０，０００円」に改め、同号ウを削り、同項第２号中「第３項」を「第５



 

項」に改め、同号ア中「を当該建築物について同時に申請する住戸の数で除して得た額 

（その額に１０円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）」を削り、同号ア 

(ｴ)中「３０戸」を「２５戸」に改め、同号ア(ｵ)中「３１戸」を「２６戸」に改め、同

号イ中「長期優良住宅の普及の促進に関する法律第６条第１項各号（第３号を除く。）

に掲げる基準に適合する」を「長期使用構造等である」に、「登録住宅性能評価機関に

よる審査を受けた」を「住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条の２第１項の規定

による確認を受けた住宅に係る」に改め、「を当該建築物について同時に申請する住戸

の数で除して得た額（その額に１０円未満の端数があるときは、これを切り捨てた

額）」を削り、同号イ(ｱ)中「９，１００円」を「１２，０００円」に改め、同号イ(ｲ)

中「１８，０００円」を「２３，０００円」に改め、同号イ(ｳ)中「３２，０００円」

を 「 ４ ０， ０ ００円 」 に 改め 、 同号イ (ｴ)中 「 ３０ 戸 」を 「 ２ ５戸 」 に 、 

「４６，０００円」を「６１，０００円」に改め、同号イ(ｵ)中「３１戸」を「２６

戸」に、「８７，０００円」を「１１０，０００円」に改め、同号イ ( ｶ )中 

「１５０，０００円」を「１７０，０００円」に改め、同号イ(ｷ)中「２５０，０００

円」を「２９０，０００円」に改め、同号イ ( ｸ )中「３００，０００円」を 

「３６０，０００円」に改め、同号イ(ｹ)中「３２０，０００円」を「４００，０００ 

円」に改め、同項第３号中「第９条第１項」の次に「及び第３項」を加え、「同法第８

条第２項において準用する同法第６条第１項各号に掲げる基準に適合する」を「長期使

用構造等である」に、「登録住宅性能評価機関の審査を受けた」を「住宅の品質確保の

促進等に関する法律第６条の２第１項の規定による確認を受けた住宅に係る」に、「第

１号イ」を「、第１号イ」に改め、「、設計住宅性能評価書が添付された長期優良住宅

建築等計画にあっては第１号ウ」及び「を当該建築物について既に同法第６条第１項の 

認定（同法第８条第１項の変更の認定を含む。第６号において「計画の認定」とい 

う。）を受けている住戸の数で除して得た額（その額に１０円未満の端数があるときは、

これを切り捨てた額）」を削り、同項第４号中「第３項」を「第５項」に、「当該建築

物について同時に申請する住戸の数で除して得た額を加えた額（その額に１０円未満の

端数があるときは、これを切り捨てた額）」を「加えた額」に改め、同項第５号中「第

９条第１項」の次に「又は第３項」を加え、同項第６号中「計画の認定を」を「同法第

６条第１項の認定（同法第５条第５項の規定による認定の申請に基づくものを除き、同

法第８条第１項の変更の認定（同法第９条第１項の規定による同法第８条第１項の変更



 

の認定を含む。）を含む。）を」に、「計画の認定に」を「当該認定に」に改め、同号

の次に次の１号を加える。 

(7) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第１８条第１項の規定に基づく容積率に

関する特例の許可の申請に対する審査 １件につき１６０，０００円 

第２０条第１項第２号中「登録住宅性能評価機関」を「住宅の品質確保の促進等に関

する法律第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関」に改める。 

附 則 

この条例は、令和４年２月２０日から施行する。 

 



 

小田原市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公

布する。 

 

  令和 ３ 年１２月１３日 

 

小田原市長 守 屋 輝 彦       

 

小田原市規則第４７号 

小田原市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

小田原市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則（平成２年小田原市規則第２号）

の一部を次のように改正する。 

第６条の見出しを「（災害出動等手当の額）」に改め、同条第１項中「第９条第２ 

項」を「第８条第２項」に改める。 

第１１条第１項第１４号中「様式第１４号」を「様式第１５号」に改め、同号を同項

第１５号とし、同項第１３号中「様式第１３号」を「様式第１４号」に改め、同号を同

項第１４号とし、同項第１２号中「様式第１２号」を「様式第１３号」に改め、同号を

同項第１３号とし、同項第１１号中「様式第１１号」を「様式第１２号」に改め、同号

を同項第１２号とし、同項第１０号中「様式第１０号」を「様式第１１号」に改め、同

号を同項第１１号とし、同項第９号の次に次の１号を加える。 

(10) 災害応急対策業務従事実績簿 様式第１０号 

様式第１４号を様式第１５号とし、様式第１０号から様式第１３号までを１様式ずつ

繰り下げ、様式第９号の次に次の１様式を加える。 

様式第１０号（第１１条関係） 

  災害応急対策業務従事実績簿 

所属  職名  氏名  

課長 係長 月 日 業 務 内 容 業 務 場 所 手当の額 

      

      



 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


